
○北広島町空き家情報バンク制度要綱 

平成18年６月20日 

告示第74号 

改正　平成27年６月24日告示第73号 

平成31年１月21日告示第４号 

令和２年４月１日告示第78号 
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北広島町空き家情報バンク制度要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、北広島町内に存する空き家の流通促進及び有効利用をとおし

て、町民と都市住民の交流の拡大と移住定住の促進、地域自治及び農村機能の維

持による地域の活性化を図るため、空き家情報バンクを設置し、その制度につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。 

(1)　空き家等　町内に存する戸建て住宅又は併用住宅で現に居住していない、又

は近く居住しなくなる予定の良好な管理状態にある建物及び敷地をいう。 

(2)　所有者等　当該空き家に係る所有権、又は売却若しくは賃借を行うことがで

きる権利を有する者をいう。 

(3)　空き家情報バンク　空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込

みを受けた情報を必要と認める範囲内で公開し、町内に定住又は就農や農村回

帰等で空き家の利用を希望する者に斡旋を行う制度をいう。 

(4)　斡旋　空き家及び空き家利用希望登録者に関する情報で、空き家登録者又は

空き家利用希望登録者に対して有用なものを提供することをいう。 

（運用上の注意） 

第３条　この要綱は、空き家情報バンク制度以外の空き家の取引を規制するもので

はない。 

（物件の登録） 

第４条　空き家情報バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等

（以下「物件登録者」という。）は、空き家情報バンク登録申請書（様式第１号）

に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1)　確認照会承諾書（様式第１号の２） 

(2)　誓約書（様式第１号の３） 



(3)　その他町長が必要と認める書類 

２　町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、

空き家情報バンク登録データベース（以下「空き家データベース」という。）に

登録しなければならない。ただし、当該空き家が次の各号に該当するときは、こ

の限りでない。 

(1)　物件の老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの 

(2)　物件への進入路（接道）が確保されていないもの 

(3)　物件登録者に町税等の滞納があるもの 

(4)　北広島町暴力団排除条例（平成23年９月29日条例第15号）第２条第２号に規

定する暴力団員等が所有する物件であるとき。 

(5)　申請内容に虚偽があったとき。 

(6)　その他町長が空き家情報バンクへの登録が妥当でない認める物件であると

き。 

３　町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該登録者に通知する

ものとする。 

４　町長は、第２項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報バンク制

度によることが適当と認めるものは、当該所有者に対してこの制度による登録を

勧めることができる。 

（登録事項の変更） 

第５条　前条第３項の規定による登録の通知を受けた物件登録者は、登録事項に変

更があったときは、遅滞なく空き家情報バンク登録事項変更届（様式第２号）を

町長に届け出なければならない。 

（物件登録の抹消） 

第６条　町長は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当該空き家デ

ータベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該物件登録者に通知するもの

とする。 

(1)　当該物件に係る所有権やその他の権利に異動があったとき。 

(2)　物件登録の内容に虚偽があったとき。 

(3)　物件登録日が属する年度末から２年を経過したとき。ただし、物件登録者か

ら登録更新の申出があったときはその限りでない。 

(4)　その他町長が空き家情報バンクへの登録が適当でないと認めたとき。 

（利用希望者の登録） 

第７条　空き家情報バンクに登録された物件情報の提供を受けようとする者（以下

「利用希望者」という。）は、空き家情報バンク利用希望者登録申請書（様式第

３号）及び誓約書（様式第３号の２）を、町長に提出しなければならない。 



２　町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を確認の上、空き

家情報バンク利用希望登録者データベース（以下「空き家利用希望者データベー

ス」という。）に登録しなければならない。ただし、利用希望者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1)　物件情報を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する

おそれがある者 

(2)　北広島町暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員等である者 

(3)　登録された物件情報を利用し、第三者への斡旋を目的としている者 

(4)　その他町長が適当でないと認めた者 

３　町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申請者に通知する

ものとする。 

（利用希望者登録の変更） 

第８条　前条第３項の規定による登録の通知を受けた利用希望者は、当該登録事項

に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。 

（利用希望者登録の抹消） 

第９条　町長は、利用希望者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消す

るものとする。 

(1)　空き家の利用目的が趣旨に該当しないこととなったとき。 

(2)　空き家を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れ

があると認められたとき。 

(3)　申請内容に虚偽があったとき。 

(4)　空き家利用希望者データベースの登録抹消の届出があったとき。 

(5)　利用登録日が属する年度末から３年を経過したとき。ただし、改めて利用申

込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。 

(6)　その他町長が適当でないと認めたとき。 

（情報の公開） 

第10条　町長は空き家情報を次に掲げる方法により、一般公開するものとする。こ

の場合において、公開する情報は個人情報を除いたものとする。 

(1)　町ホームページによる空き家情報の公開 

(2)　冊子による空き家情報の公開 

(3)　町が提携又は契約を締結した事業者及びその事業者の提携先ホームページ

による空き家情報の公開 

（斡旋等） 

第11条　町長は、必要に応じて、物件登録者及び利用希望者に対して、空き家デー

タベース及び空き家利用希望者データベースに登録された有用な情報を提供する

とともに斡旋を行う。 



２　町長は、物件登録者及び利用希望者の、空き家に係る交渉並びに売買契約及び

賃貸借契約については、直接これに関与しない。 

３　契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。 

（個人情報の取扱い） 

第12条　物件登録者及び利用希望者は空き家情報バンク制度の利用により得た個人

情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意し、適切に取り扱わなくてはなら

ない。 

(1)　他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成、

利用しないこと。 

(2)　毀損及び滅失することがないよう適正に管理すること。 

(3)　町長の承諾なく、複写又は複製しないこと。 

(4)　利用後は、速やかに廃棄又は消去、その他復元できない適正な方法による措

置を講じなければならないこと。 

(5)　漏えい、毀損又は滅失等の事案が発生したときは、速やかに町長に報告し、

その指示に従うこと。 

（その他） 

第13条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附　則 

この要綱は、平成18年７月１日から施行する。 

附　則（平成27年６月24日告示第73号） 

この告示は、平成27年７月１日から施行する。 

附　則（平成31年１月21日告示第４号） 

この告示は、平成31年２月１日から施行する。 

附　則（令和２年４月１日告示第78号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附　則（令和２年10月９日告示第124号） 

この告示は令和２年10月15日から施行する。 

　　附　則（令和４年５月９日告示第65号） 

この告示は令和４年５月９日から施行する。 

　　附　則（令和５年５月９日告示第69号） 

この告示は令和５年５月１０日から施行する。 

    附　則（令和７年３月１１日告示第28号） 

この告示は令和７年３月１１日から施行する。 

様式第１号の２（第４条関係） 

様式第１号の３（第４条関係） 

様式第３号の２（第７条関係）



様式第 1 号（第 4 条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録番号（　　　） 

北広島町空き家情報バンク登録申請書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日 
北広島町長　　様 
 
次のとおり北広島町空き家情報バンクに物件登録を申請します。なお、申請にあたり、次の事項

に同意します。（※□にチェックをしてください。） 
　□申請書の内容を確認するため、町職員が空き家敷地内へ立ち入ること。 
　□下記の申請情報について、申請者情報及び空き家の所在地を除いたものを、ホームページ等

で公開すること。 
  

空き家申請者

住　所 
氏　名　　　　　　　　　　　 
電話番号　　　　　　　

 申請者の権利関係 
（該当する番号に○）

１　土地及び建物所有者 
２　建物所有者（土地は賃貸借） 
３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 空き家の所在地 北広島町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

 物

件

状

況

用　　途 住宅　　店舗　　店舗併用住宅　　倉庫　　その他（　　　）
 構　　造 敷地の面積

 建築面積 延べ床面積

 建築時期 空き家になった時期
 売買又は賃貸の別 　　・賃貸可能　　　　　　・売却可能
  

価格、賃料等の希望条件

売却希望価格 　　　　　　　　　　　　　　　　円

 賃貸希望条件 ●権利金　　　　　 円 ●賃　料　　 　　円／月
  

飲用水、電気等の供給及び

排水等の施設整備状況 
 

（※）は賃貸のみ記載

飲用水 ペット飼育（※） 可・不可

 電　気 残置物 有　・　 無
 トイレ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

 電　話 テレビ

 その他

 附帯物件 
（敷地外の物件）

田 駐車場 　　　台 駐車可能

 畑 草刈り等（※） 希望（有・無）

 接道状況 その他

 附帯物件の条件 １　売却したい　希望価格　　　　　　　　　　　　円 
２　貸したい　　希望賃料　　　　　　　　　　　　円／月

 その他特記事項

 移住定住促進の取組を行

う地域団体への情報提供

について

町と地域団体が協働して移住定住促進の取組を行うことを目的とし、以下の地

域団体から情報提供を求められた場合、物件情報・所有者情報を提供すること

に同意される方は下記欄へチェックをお願いいたします。（具体的な利用目的は

下記のとおり）尚、個人情報の取扱にあたっては目的外での利用は行いません。 
利用目的：移住希望者への物件情報提供 
地域団体：芸北地域振興協議会・大朝地域協議会・千代田地域づくり協議会・ 

豊平地域自治振興会・豊平ＩＪＵ促進会 
　□物件情報・所有者情報を地域団体へ提供することに同意します。

 まちづくり推進課 記入欄 案内時の対応 募集形態 専任・並行

 本人確認 □ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ　□免許証　□ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ　□その他



確 認 照 会 承 諾 書

年 月 日

北広島町長 様

申請者 所 在 地
（ふりがな）

氏 名 ㊞

生年月日 年 月 日

電話番号

北広島町空き家情報バンク制度要綱第４条第１項の規定により、次のことについて照会され

ることを承諾します。

１ 土地・家屋課税台帳等の照会

２ 住宅及び土地に関する登記簿等の照会

３ 町税等の納付状況の照会

４ 暴力団排除のため、関係官公庁への照会

５ 空き家に付随する農地・山林等の関係課への情報提供及び照会



誓 約 書

年 月 日

北広島町長 様

私は、北広島町空き家情報バンクの登録にあたりまして、制度の趣旨を理解した上で申請をしま

す。申請書記載事項に偽りはなく、北広島町空き家情報バンク制度要綱第４条及び第６条に規定す

る登録条件等に抵触することのないことを誓約します。なお、当バンクで得た情報については、私

自身が、利用目的に沿って利用し、決して他の目的で使うことはありません。

また、交渉及び契約に関する問題や、居住者とのトラブル等が起きた場合においても、私と居住者との

間で解決することを誓約します。

住 所

氏 名 ㊞



様式第 2号（第 5条関係） 

北広島町空き家情報バンク登録事項変更届 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 
北広島町長　様 

届出者　住所　〒　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　 

　北広島町空き家情報バンクに登録されている情報について、下記のとおり変更（または変

更希望）がありますのでその旨を届出ます。 
 

※上記変更事項に基づいてホームページ等に掲載されている情報を更新します。 
 
※以下　まちづくり推進課記入欄 

  
 

空き家登録者情報

住　所 
 
氏　名 
 
電話番号　　　　　　　

 
空き家の所在地

 
北広島町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

 
変更内容　※変更する事項について、下記の項目番号に○をして、内容を記入してください

  
１．登録形態

 
１．売却　　　　２．賃貸　　　３．売却、賃貸どちらでも可　　

  
２．価　　格　

　 
　売却価格　　　　　　円　・　賃料　　　　　　円／月

 　  
３．所有者に 
関する事項

　　 
１．空き家所有者の変更 ※現所有者による再登録申請が必要になります 
２．空き家所有者の情報変更 （住所・連絡先等） 
【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

 　 
 ４．付帯物件に 

関する事項

変更内容：

 　  
５．その他

 確

認

欄

課長 課長補佐 係長 係

 



様式第 3号（第 7条関係） 

北広島町空き家情報バンク利用希望者登録申請書 

　　　　年　　　　月　　　　日 

北広島町長　様 

　　　　　　　　　　　　申請者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　

　　　　　　　　　氏　 名　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

生年月日　　　　　　　　　　　　　　   　　　　  　　 

　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

　北広島町空き家情報バンクを利用したいので、北広島町空き家情報バンク要綱第 7条第 1項の規定に

基づき関係書類を添えて申請します。なお、暴力団排除のため、関係官公庁へ私及び入居予定の同居者

の個人情報を照会することに同意します。 

　また、空き家情報バンクを通じて得られた情報の取扱については、適切に管理するとともに町の承諾

なく第三者へ斡旋をしないことを誓約いたします。 

①空き家情報バンク利用の目的 

②世帯の状況 

裏面もご記入をお願いいたします。 

 北広島町のどこに魅力を感じたかご記入ください。

 

 北広島町でどのような生活がしたいかご記入ください。（移住後のビジョン、やりたいこと等）

 

 農業経営の意向がありますか？

 １．自給農業をする　　　２．本格的に農業をする　　　　３．農業はしない

 希望する地域（複数選択可）

 １．問わない　　２．芸北地域　　３．大朝地域　　４．千代田地域　　５．豊平地域

 利用形態（複数選択可）

 １．移住、定住　　２．定期的利用　　３．その他（　　　　　　　　　　）

 氏名 年齢 続柄 勤務先等

 本人

 

 

 

 

 

ふりがな



③希望する物件の要件 

 

④移住定住促進の取組を行う地域団体への個人情報の提供について 

　町と地域団体が協働して移住定住促進の取組を行うことを目的とし、以下の地域団体から情報提供を

求められた場合、下記（１）・（２）について同意される方は下記欄へチェックをお願いいたします。な

お、個人情報の取扱にあたっては目的外での利用は行いません。 

（１）利用希望者情報及び①～③を地域団体へ提供すること　 

（２）地域団体独自の移住関連情報を受け取ること 

　【情報提供先の地域団体】 

・芸北地域振興協議会　・大朝地域協議会　・千代田地域づくり協議会　・豊平地域自治振興会 

・豊平ＩＪＵ促進会 

 

□上記の趣旨について確認した上で、（１）・（２）について同意します。 

 

 売買または賃貸（複数選択可）

 １．売買　　２．賃貸　　３．どちらでも良い

 価格帯

 売買：（　　　　　　）円程度　　　　賃貸：月額（　　　　　　）円程度　

 その他の希望要件（例：農地付き物件、住宅密集地ではない物件等）

 

 まちづくり推進課 記入欄 本人確認　□マイナンバーカード □免許証 □パスポート □その他

 その他



様式第 3 号の 2（第 7 条関係） 

誓　　　約　　　書 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 
 

北広島町長　　様 

 
 
　私は、北広島町空き家情報バンクの利用希望者登録にあたりまして、制度の趣旨を理解した上で

申請をします。申請書記載事項に偽りはなく、北広島町空き家情報バンク制度要綱第７条及び第９

条に規定する登録条件等に抵触することのないことを誓約します。なお、当バンクで得た情報につ

いては、私自身が、利用目的に沿って利用し、決して他の目的で使うことはありません。 
　また、空き家を利用することとなったときは、北広島町の在住者としての自覚を持ち、地域との

連帯に努めることと、交渉及び契約に関する問題や、居住中のトラブル等が起きた場合においても、

私と空き家の所有者との間で解決することを誓約します。 
 
 
 
　　　住　　所 
 
 
　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


